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１ＩＰ告知システムによる町民意識調査 

ＩＰ告知システムを活用し、同システム設置全世帯を対象に 4回（平成 30年 8月 11日・平成

30年 8月 18日・平成 30年 8月 25日・平成 30年 9月 1日）に分けて意識調査を実施し、延べ 84

世帯から回答をいただきました。 

調査は、1回当たり 5日間とし、期間中に同世帯で何度も回答があった場合には、最後に回答

した項目を有効回答として集計しています。 

(1) 矢祭町の住みやすさについて 

「住みやすい」と回答された方が 41％、「住みにくい」と回答された方は 14％で、どちらともい

えないが 45％でした。 

ア 矢祭町は住みやすい町だと思いますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ どんなところが、住みやすいですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

住みやすい
41%

住みにくい
14%

どちらともいえない
45%

教育環境が充実
21%

福祉が充実
47%

安全・安心
32%
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ウ どんなところが、住みにくいですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ これからも住み続けたいですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) まちづくりに対する評価 

 まちづくりに対する評価として、6つ政策分野について質問しました。行政財政分野では「行

政運営」、教育分野では「幼児教育」、保健分野では「健康づくり事業」、福祉分野ではでは「児童

福祉」と「高齢者福祉」、生活環境分野では「消防施設の充実」、生活基盤分野では「上水道の整

備」と「情報通信基盤の整備」、産業・雇用分野では「農林業の振興」がそれぞれ評価されていま

す。 

 

安全・安心が感じ

られない
6%

交通の便が悪い
72%

働く場がない
22%

ずっと住み続け

たい
71%

わからない
29%
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ア 行政財政分野で評価できる施策はどれですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 教育分野で評価できる施策はどれですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政運営
50%

行財政改革
7%

町民参加の

協働と推進
43%

幼児教育
38%

学校教育
31%

社会教育の推進
8%

文化・スポーツの

推進
23%
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ウ 保健分野で評価できる施策はどれですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 福祉分野で評価できる施策はどれですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童福祉
36%

高齢者福祉
36%

障がい者福祉
21%

ボランティア

活動の推進
7%

健康づくり事業
86%

結婚支援事業
7%

母子健康支援

事業
7%
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オ 生活環境分野で評価できる施策はどれですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カ 生活基盤分野で評価できる施策はどれですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路・河川の整備
15%

上水道の整備
31%

住宅支援事業
15%

公共交通の利便性
8%

情報通信基盤の

整備
31%

環境衛生対策
22%

消防設備の充実
43%

防犯対策
14%

防災対策
14%

交通安全対策
7%
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キ 産業・雇用分野で評価できる施策はどれですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) これからのまちづくりの方向性 

 これからのまちづくりの方向性として、6つ政策分野で取り組むべき政策は何か質問しました。

その結果、「町民参加と協働の推進」、「社会教育の推進」、「健康づくり事業」、「児童福祉」、「環境

衛生対策」、「公共交通の利便性」、「バス・鉄道の利便性」、「農林業の振興」が多数意見となって

います。 

ア 行政財政分野で重点を置くべき施策はどれですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政運営
30%

行財政改革
20%

町民参加の協

働の推進
50%

農林業の振興
43%

商工業の振興
7%

観光資源の整備
14%

雇用支援事業
7%

定住促進事業
29%
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イ 教育分野で重点を置くべき施策はどれですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 保健分野で重点を置くべき施策はどれですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康づくり事業
65%

結婚支援事業
10%

母子健康支援事業
25%

幼児教育
16%

学校教育
21%

青少年育成事業
21%

社会教育の推進
26%

文化・スポーツの

推進
16%
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エ 福祉分野で重点を置くべき施策はどれですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ 生活環境分野で重点を置くべき施策はどれですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童福祉
37%

高齢者福祉
31%

ボランティア

活動の推進
32%

環境衛生対策
40%

消防設備の充実
10%

防犯対策
15%

防災対策
25%

交通安全対策
10%
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カ 生活基盤分野で重点を置くべき施策はどれですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キ 産業・雇用分野で重点を置くべき施策はどれですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 将来の矢祭町のイメージ 

「矢祭町がどのような町になることを期待しますか？」という質問で、その結果、「安心して暮ら

せるまち」が 63％となりました。 

 

農林業の振興
40%

商工業の振興
10%

観光資源の整備
15%

雇用支援事業
20%

定住促進事業
15%

農林業の振興
40%

商工業の振興
10%

観光資源の整備
15%

雇用支援事業
20%

定住促進事業
15%
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ア 矢祭町がどのような町になることを期待しますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美しい景観のまち
12%

みんなが健康なまち
17%

安心して暮らせるまち
63%

文化・スポーツ活動が

楽しめるまち
8%
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○矢祭町総合計画審議会条例  

(昭和 60年 6月 15日条例第 19号) 

改正  平成 15年 8月 1日条例第 17号 平成 17年 3月 28日条例第 10号 

平成 19年 6月 11日条例第 13号 

  

(設置) 

第 1条 地方自治法(昭和 22年法律第 67号)第 138条の 4第 3項の規定に基づき矢祭町

総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。  

[地方自治法(昭和 22年法律第 67号)第 138条の 4第 3項] 

(所掌事務) 

第 2条 審議会は、町長の諮問に応じ矢祭町の総合計画に関する事項について調査及び

審議する。  

(組織) 

第 3条 審議会は委員 30人以内で組織する。  

2 委員は、学識経験を有する者その他必要と認める者のうちから町長が任命する。  

3 委員は、当該諮問に係る当該事案の審議が終了したときは、その職を失う。  

(会長・副会長) 

第 4条 審議会に会長及び副会長 1人を置き、委員の互選により定める。  

2 会長は審議会を代表し、会務を総理する。  

3 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。  

(会議) 

第 5条 審議会は会長が招集する。ただし、最初に行われる審議会は町長が招集する。

  

2 会長は、会議の議長となる。  

3 審議会は委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

  

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するとこ

ろによる。  

(庶務) 

第 6条 審議会の庶務は、自立総務課で処理する。  

(雑則) 

javascript:openLawDoc('9',%20'67',%20'1947',%20'at138.4cl3');
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第 7条 この条例に定めるもののほか審議会の運営について必要な事項は町長が定める。

  

附 則  

1 この条例は、公布の日から施行する。  

2 矢祭町振興計画審議会条例(昭和 53年矢祭町条例第 9号)は、廃止する。  

附 則(平成 15年 8月 1日条例第 17号)  

この条例は、公布の日から施行する。  

附 則(平成 17年 3月 28日条例第 10号)  

この条例は、平成 17年 4月 1日から施行する。  

附 則(平成 19年 6月 11日条例第 13号)  

この条例は、公布の日から施行する。 
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○第 5次矢祭町総合計画策定要綱 

(平成 22年 4月 1日訓令第 19号) 

改正  平成 27年 6月 4日告示第 9号 
 

(趣旨) 

第 1条 この要綱は、矢祭町が自治基本条例に定める郷土づくりの基本方向に沿って、

町の将来の姿を明らかにし、これを総合的かつ計画的に実現するための指針となる矢

祭町総合計画の策定に関し、必要な事項を定めるものとする。  

(定義) 

第 2条 この計画は、基本構想、基本計画及び実施計画の 3 段階に区分して策定する。

  

(1) 基本構想  

基本構想は、地域の特性を生かし、創意に満ちた矢祭町の将来の姿及びこれを達成

するために必要な施策の大綱を示すものとする。  

(2) 基本計画  

基本計画は、基本構想で示した施策の大綱に基づく基本的方針を体系的にまとめた

もので、本町の現状と課題を明らかにし、施策の展開方向を示すものとする。  

(3) 実施計画  

実施計画は、基本計画の実現を図る具体的施策の中で、特に重点的に取り組む必要

性が高い施策を定めるものとし、予算編成の指針を示すものとする。  

(計画期間) 

第 3条 この総合計画の基本構想及び基本計画の計画期間は平成 28年度から平成 32年

度までの 5ヵ年とする。ただし、計画期間中に社会経済情勢の急激な変化があった場

合については、弾力的に対応していくものとする。  

(策定体制) 

第 4条 総合計画の策定事務を円滑に推進するため、要綱により庁内体制を次のとおり

整える。  

(1) 総合計画策定委員会  

(2) 総合計画策定委員会専門部会  

(住民参加) 
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第 5条 総合計画策定に当たっては、町民のニーズを的確に把握するとともに、その意

見を十分に反映させた計画づくりを進めるため、次のような方策により住民参加を図

る。  

(1) 町民意識調査(アンケート)  

(2) その他  

(庶務) 

第 6条 総合計画策定に関する庶務は、自立総務課で処理する。  

(委任) 

第 7条 この要綱に定めるもののほか、総合計画の策定に必要な事項は、町長が別に定

める。  

附 則  

(施行期日) 

1 この訓令は、公表の日から施行する。  

(第 3次矢祭町総合計画策定要綱の廃止) 

2 第 3次矢祭町総合計画策定要綱(平成 16年 8月 18日訓令第 17号)は廃止する。  

附 則(平成 27年 6月 4日告示第 9号)  

この要綱は、告示の日から施行する。 
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